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注意事項 

 

 この裁決集は、すでに頒布しました平成18年版その他の旧年版と同様、担当行政

庁より適法に入手した行政文書です。 

 担当行政庁が、内部用参考資料として個人情報等に配慮して編集し、２分冊（被

用者保険関係編と国民年金関係編）にまとめた行政文書です。  

 担当行政庁は本年版編集にあたり、旧年版まで掲載していた「裁決要旨」や「管轄

都道府県社会保険事務局名」、「当事者」の記載を取りやめ、さらに「審査資料」や

「事実認定」の詳細を省略してしまいました。 

 従って、旧年版より各裁決の判断過程の透明性が低下し、活用しにくくなっています。

個別裁決事案の詳細を知りたい場合にはそれぞれの裁決書を入手する必要があるか

もしれません。あらかじめご承知ください。 

 

 当事務所では、この２分冊を１ファイルにまとめるとともに、表紙ページまたは左側しお

りから裁決書本文各項目とびらへのリンクを設定して利用の便を図りました。 

 

◆ 

 

 ご利用に当たって、次の点に同意頂いたものとして頒布します。よろしくお願い致しま

す。  

 

① 当資料は、担当行政庁が編集・作成した行政文書です。ご利用は購入者ご自

身の責任でお願いします。当所では当資料を利用したことによる個々の問題について

の責任を負いません。  

 

② 当資料はPDF形式ファイルであり、文書内容の抽出等一部制限をかけてあります

が、印刷は可能です。PDFファイルの取扱いに関する疑問は、関係アプリケーションソフ

トのマニュアルをご参照頂くなど、ご自身にてご対応ください。当所からのサポートは致し

ません。  

 なお、一般に、PDF関係アプリケーションソフトと、パソコンのOSまたはプリンタドライバと

の関係で、ごくまれに多数ページの一括印刷ができない場合があるようです。その際に

は、ページ指定印刷で、数枚ずつ印刷してください。 

 

③ 当資料PDFファイルのご利用は、購入されたご本人に限らせて頂きます。従って、

当資料PDFファイルの第三者への無断コピー配布等はなさらないでください（個別パス

ワードによる管理等を進めております）。  



 

◆  

 

 厚生労働省の「社会保険審査会」のホームページについて。 

 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/index.html  

 

 上記アドレスから「社会保険審査会」のホームページが閲覧できます。組織概要、審

査制度解説に加え、取扱状況と主な裁決例も掲載されています。 

 長年公開を要求してきた方々の努力のたまものでしょう。関係職員みなさんのご尽力

を評価しつつ、今後の更なる充実と、裁決の全件公開を求めます。 

 

◆ 

 

 最後に、社会保険審査会裁決のみならず、労働保険審査会裁決など行政不服

審査の判断は、行政運営の公正の確保と透明性の向上を図り国民の権利利益の保

護に資するため、積極的に公表されるべきと考えます。賛同して頂ける方は、関係行

政庁に対し、さらなる積極的な公表を進めるよう要請するなど、できる範囲でのご協力

をお願いします。  

以上  

 

                  2011 年 7 月 榊原社労士事務所 榊原 悟志 
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差 押

健康保険・厚生年金保険・
　　　　　　船員保険共通
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平成１８年（健厚）第２４１号

平成１９年２月２８日裁決

主文

本件審査請求を棄却する。

理由

第１　審査請求の趣旨

審査請求人（以下「請求人」という。）

の審査請求の趣旨は、○○社会保険事務局

○○社会保険事務室徴収職員（以下、単に

「徴収職員」という。）が、請求人に対する

健康保険及び厚生年金保険の保険料債権に

基づいて、同人が○○○○協同組合（以下

「○○○○協組」という。）に対して有する

平成○年○月○日から同年○月○日までの

商品納入代金の支払請求権○○万○○○○

円（消費税相当額を含む。）及び同月○日

から平成○年○月○日までの商品納入代金

の支払請求権○○万○○○○円（消費税相

当額を含む。）並びに同人が国に対して有

する平成○年度労働保険料確定精算による

還付請求権（以下、併せて「本件請求権」

という。）について行った債権差押え処分

の取消しを求めるというものである。

第２　審査請求の経過

１　請求人は、政府管掌健康保険及び厚生

年金保険の適用事業所であったところ、

徴収職員は、請求人が平成○年○月分か

ら同○年○月分までの健康保険及び厚生

年金保険の保険料（以下、併せて「社会

保険料」という。）、同○年○月分から同

○年○月分までの社会保険料及び同○年

○月分と同年○月分の社会保険料のそれ

ぞれに係る延滞金並びに平成○年○月分

及び同年○月分の社会保険料を滞納した

として、平成○年○月○日に、本件請

求権の差押え（以下「原処分」という。）

をした。

２　請求人は、原処分を不服とし、当審査

会に対し審査請求をした。

第３　問題点

１　厚生年金保険法（以下「厚年法」とい

う。）による適用事業所の事業主は、保

険料の納付義務を負い、毎月の保険料は

翌月末日までに納付しなければならず、

滞納の場合には、保険者は、督促状を発

する日から起算して１０日以上を経過し

た日を指定期限として督促状を発送し、

なおその指定の期日までに納付されない

場合には、国税滞納処分の例にならって

徴収することとされている。なお保険者

は、上記督促をした場合、滞納につきや

むを得ない事情があると認められるとき

等を除き、徴収金額につき年１４．６％

の割合で、納期限の翌日から徴収金完納

又は財産差押の日の前日までの日数に

よって計算した延滞金を徴収することと

されている（厚年法第８２条、第８３条、

第８６条、第８７条及び第８９条）。

また、健康保険の保険料についても、

事業主に係る同様の納付義務と滞納の場

合の徴収手続が定められている（健康保

険法（以下「健保法」という。）第１６１条、

第１６４条、第１８０条、第１８１条及

び第１８３条）。

２　請求人が原処分に係る社会保険料及び

それに係る延滞金を滞納していることに

ついては、当事者間に争いはない。

よって、本件における問題点は、原処

分が前記１の厚年法等の規定に照らして

適正に行われたと認められるかどうかで

ある。

第４　審査資料

「（略）」

第５　事実の認定及び判断

１　「略」

２　前記認定した事実に基づき、本件の問

題点を検討し、判断する。

(1)　本件差押えに係る請求人の債務の

大半は、独立して存在する延滞金であ

るが、延滞金については、厚年法第

８６条及び健保法第１８０条で強制徴

収の対象とされ、厚年法第８７条及び

健保法第１８１条でその遅延につき延

滞金が課される「保険料」又は「徴収

金」のいずれかに該当するとの明文の

規定はない。そうすると、延滞金につ

いて、強制徴収処分が可能かどうか、



－ 4－

また、延滞金に延滞金を課すべきかど

うかが問題となるので、まずこの点に

ついて検討する。

(2)　「保険料」及び「徴収金」を文理的

に解すれば、延滞金がそのいずれにも

該当しないことは明らかである。しか

しながら、前記 (1) の厚年法等の各条

は、社会保険料について国税徴収の例

により徴収することを前提に定められ

ていると解され、国税徴収に関連する

諸規定（国税徴収法、国税通則法、上

記各法の施行令等関係規定）を踏まえ

て解釈するのが相当である。そうする

と、厚年法等の「延滞金」は、債務者

の履行遅滞に対する延滞利息としての

性格の外、遅延損害金の性格を有する

と解されるが、この点で国税通則法第

６０条の延滞税（納付すべき国税を法

定納期限までに完納しないとき等に課

されるもの）と同様の性格を有し、延

滞税は同法第２条第４号で国税のうち

の附帯税に属するものとされ、また、

同第６０条第４項で延滞税は、その額

の計算の基礎となる税額の属する税目

の国税とするとされていることから、

厚年法第８７条等の「保険料」の解釈

に当たっては、「保険料」及び「徴収金」

に「延滞金」が含まれるとするのを相

当とする。

(3)　一方、厚年法第８７条第１項の規

定等により、独立して存在する延滞金

についても厚年法第８６条第２項等の

督促をした場合は、延滞金に延滞金を

課すことが可能となるようにみえる

が、そのように解するのは適当でない。

国税通則法第６２条第２項は、延滞税

をあわせて納付すべき場合において、

納付された金額がその延滞税の計算の

基礎となった国税と当該延滞税の合計

額に満たない場合は、当該納付された

金額は、まずその計算の基礎となる国

税に充てられたものとすると規定する

が、同法は、民法第４０５条の法定重

利（利息が１年分以上遅延した場合の

元本への組入れ）の規定を設けていな

い。これは、一般論としては、延滞税

にその計算の基礎となった国税の履行

遅滞に対するペナルティ以上の効果を

求めないとの考えによるものと解され

る。そうすると、国税徴収の例により

徴収するとされている社会保険料にお

いても、延滞金に延滞金を課すことは

求められていないと解すべきである。

(4)　以上のことから、保険者が独立し

て存在する延滞金につき、それに延滞

金を課すことなく強制徴収したこと

は、適法であると認められる。

(5)　その外、前記認定事実に鑑みれば、

請求人に係る滞納社会保険料等の徴収

手続は、前記第３の１の厚年法及び健

保法が定めるところに従って適正に行

われていると認めることができる。な

お請求人は、同人が○○○○協組に対

して商品納入代金の支払請求権を有す

ることを保険者が不当な方法で入手

し、いきなりそれを差し押さえたので

あり、それは倫理・道徳に反している

旨申し立てているが、前記１の (3) 及

び (4) で事実認定したことから明らか

なように、請求人が○○○○協組に対

して有する売掛金に関する情報の入手

を含め、本件差押処分は法の規定に照

らして、適正に行われている。また、

その他原処分の効力に影響を与えるよ

うな特段の事情もないことから、請求

人の主張はいずれも理由がなく、原処

分を取り消すことはできない。

以上の理由によって、主文のとおり裁決す

る。
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平成１８年（健厚）第３８１号

平成１９年５月３１日裁決

主文

本件審査請求を棄却する。

理由

第１　審査請求の趣旨

審査請求人（以下「請求人」という。）

の審査請求の趣旨は、○○社会保険事務所

徴収職員 (以下、単に「徴収職員」という。）

が、平成○年○月○日付で、請求人が○○

市長に対して有する○○○○業務委託料金

（委託期間平成○年○月○日から平成○年

○月○日までの期間）に係る支払請求権を

差し押さえた処分（以下「原処分」という。）

の取消しを求めるということである。

第２　審査請求の経過

１　請求人は、健康保険料及び厚生年金保

険料（以下、併せて「保険料」という。）

の納付義務を負っていたところ、平成○

年○月分から同○年○月分までの保険料

のうち○○○万○○○○円を納付期限ま

でに納付せず、期限を指定した督促にも

応じなかった。

２　徴収職員は、本件滞納保険料及びこれ

に係る延滞金総計○○○万○○○○円の

徴収を目的として、平成○年○月○日付

で原処分を行った。

３　請求人は、原処分を不服とし、当審査

会に対し審査請求をした。

第３　問題点

１　請求人のような、健康保険法及び厚生

年金保険法による適用事業所の事業主

は、保険料を毎月納付しなければならず、

納付すべき保険料を滞納した場合、保険

者は、当該両法の規定に基づく督促をし、

なお所定の期日までに納付されないとき

は、国税徴収の例により徴収し、あるい

は国税滞納処分の例によって処分するこ

ととされている（厚生年金保険法第８２

条、第８３条、第８６条、第８７条及び

第８９条参照。健康保険法にも同趣旨の

規定がある。）。

２　本件の問題点は、原処分が前記１の法

律の規定に照らして適法かつ妥当と認め

られるかどうかである。

第４　審査資料

「（略）」

第５　事実の認定及び判断

１　「略」

２　本件差押えの原因となった本件滞納保

険料に係る納入告知の処分は既に確定し

ており、同滞納保険料に係る延滞金の算

定は適正に行われている。また、各月分

の滞納保険料に係る督促状の発送等所定

の手続は適法に行われている。

３　そうすると、原処分は適法かつ妥当で

あって、これを取り消すことはできない。

以上の理由によって、主文のとおり裁決す

る。
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傷 病 手 当 金

健　康　保　険　関　係
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平成１８年（健）第３８０号

平成１９年５月３１日裁決

主文

ａ銀行健康保険組合理事長が、平成○年○

月○日付で、再審査請求人に対し、平成○年

○月○日から同年○月○日までの期間につい

て、健康保険法に基づく傷病手当金を支給し

ないとした処分のうち、平成○年○月○日か

ら同年○月○日までの期間に係る部分を取り

消す。

本件再審査請求のうち、その余の部分は棄

却する。

理由

第１　再審査請求の趣旨

再審査請求人（以下「請求人」という。）

の再審査請求の趣旨は、主文前段に記載の

期間について、健康保険法による傷病手当

金の支給を求めるということである。

第２　再審査請求の経過

１　請求人は、平成○年○月○日からａ銀

行ｂ支店に勤務していたところ、同年○

月○日に、○月○日付で解雇されるとの

予告をうけ、○月○日付で健康保険の被

保険者資格を喪失し、同日付で任意継続

被保険者となった。

２　請求人は背部筋膜炎及び慢性胃炎（以

下「当該傷病」という。）の療養のため

労務に服することができなかったとし

て、平成○年○月○日から○月○日まで

の期間（以下「期間Ａ」という。）及び

同年○月○日から○月○日までの期間

（以下「期間Ｂ」という。）ａ銀行健康保

険組合（以下「保険者組合」という。）

に対し傷病手当金の請求をした。

３　保険者組合は、期間Ａについては傷病

手当金を支給したが、期間Ｂについては

労務不能と認められないとして、平成○

年○月○日付で請求人に対し、傷病手当

金を不支給とする旨の処分（以下「原処

分」という。）をした。

４　請求人は、原処分を不服として、○○

社会保険事務局社会保険審査官（以下「審

査官」という。）に対する審査請求を経て、

当審査会に対し、再審査請求をした。

第３　問題点

１　傷病手当金の支給について、健康保険

法第９９条第１項には「被保険者が療養

のため労務に服することができないとき

は、その労務に服することができなく

なった日から起算して３日を経過した日

から労務に服することができない期間、

傷病手当金・・・を支給する」と規定さ

れている。

２　本件の問題点は、期間Ｂについて請求

人が労務不能であったと認められるかど

うかである。

第４　審査資料

「（略）」

第５　事実の認定及び判断

１　「略」

２　前記認定された事実に基づき、本件の

問題点を検討し、判断する。

保険者組合が傷病手当金の給付を認め

た、期間Ａにおける請求人の病状と、そ

れに続く平成○年○月末までの病状には

著変は認められない。一方、同年○月に

入ると、診療実日数も減り、治療内容も

○○○○○○○の投与のみとなってお

り、明らかに症状の改善が認められる。

そうすると、請求人は、平成○年○月末

までは、期間Ａに引き続き労務不能であ

り、同年○月からその状態を脱したと認

定するのが相当である。

以上の理由によって、主文のとおり裁決す

る。
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障 害 給 付
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平成１８年（厚）第２３４号

平成１９年２月２８日裁決

主文

社会保険庁長官が、平成○年○月○日付で

再審査請求人に対し、障害等級３級の障害厚

生年金を、平成○年○月分から支給するとし

た処分を取り消し、同人に対し、平成○年○

月分から同年金を支給するものとする。

理由

第１　再審査請求の趣旨

再審査請求人（以下「請求人」という。）

の再審査請求の趣旨は、主文と同旨の裁決

を求めるということである。

第２　再審査請求の経過

１　請求人は、直腸癌（以下「当該傷病」

という。）により障害の状態にあるとし

て、平成○年○月○日（受付）、社会保

険庁長官に対し、障害厚生年金の裁定を

請求した。

２　社会保険庁長官は、裁定請求書に添付

して提出された診断書を診査した結果、

請求人の当該傷病に係る初診日を平成○

年○月○日、同傷病の治療のため請求人

が人工肛門造設術を受けた同年○月○日

を当該傷病に係る障害認定日（以下同日

を「本件障害認定日」という。）と、そ

れぞれ認定したうえ、同障害認定日にお

ける請求人の当該傷病による障害の状態

は、厚生年金保険法（以下「法」という。）

別表第１に掲げる障害の程度（３級）に

該当するとして、平成○年○月○日付で

請求人に対し、本件障害認定日を受給権

発生日とする３級の障害厚生年金を裁定

するとともに、同年金の支給は平成○年

○月分からとする旨の行政措置（以下「原

処分」という。）をした。

３　請求人は、原処分を不服とし、前記障

害厚生年金をその受給権発生日の属する

月の翌月（平成○年○月）分から支給す

るよう求めて、○○社会保険事務局社会

保険審査官に対する審査請求を経て、平

成○年○月○日（受付）、当審査会に対

し再審査請求をした。その主張の要旨は、

平成○、○年頃○○社会保険事務所に出

向き、障害厚生年金について相談をした

が、窓口担当者に身体障害者手帳４級で

は駄目で、同手帳３級以上でないと対象

にならないと言われ、障害厚生年金裁定

請求手続きもさせてもらえなかった経緯

があるのだから、今回裁定された障害厚

生年金の受給権に消滅時効を適用するこ

とは納得できない、というものである。

第３　問題点

本件の問題点は、請求人の前記第２の３

の主張（以下「請求人の本件主張」という。）

に理由があると認められるかどうかという

ことである。

第４　審査資料

「（略）」

第５　事実の認定及び判断

１　「略」

２　前記審査資料によれば、請求人は、直

腸癌の治療のため、平成○年○月○日に

人工肛門造設術を受け、平成○年○月○

日付で身体障害者手帳の交付を受けてお

り、同手帳には障害名として「直腸機能

障害 下行Ｓ状人工肛門」、級別「４級」

と記載されている。そうして、請求人は、

○○会に参加して色々と助言を得て障害

厚生年金のことを知り、平成○、○年頃

○○社会保険事務所に出向き、同年金の

相談をしたところ、身体障害者手帳４級

では駄目で、３級以上でないと対象にな

らないと言われ、それを信じた旨申し立

てている。

３　平成○、○年頃、○○社会保険事務所

において上記２のような応接があったと

する請求人の申立については、上記のと

おりいわば口頭による門前払いの扱いで

あったため、請求人側には事実を裏付け

る資料がなく、一方保険者側は、相談記

録を作成したと思われるが、既に廃棄し

たとしているため、当事者双方に事実の

存否を裏付ける資料がない。しかしなが

ら、①請求人は人工肛門造設後、同じ障

害を持つ人達の会に参加して色々な助言

を得たのであるから、その一環として障
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害厚生年金受給の可能性があることを知

り、○○社会保険事務所へ相談に出向い

たことは、ごく自然な成り行きと認めら

れ、また、②その際の保険者の応答とし

て請求人が申し立てる内容は、具体性が

あり、同人が平成○年に身体障害者手帳

（４級）の交付を受けていることとも符

合していることから、　本件障害認定日

から５年経過前の平成○、○年頃、請求

人が同社会保険事務所の窓口に同手帳を

持参して障害厚生年金受給の希望を申し

出て、その手続きの教示を求めた事実が

あったと推認するのが相当である。

４　そうすると、請求人の本件主張には理

由があり、原処分は妥当でないから、こ

れを取り消し、主文のとおり裁決する。
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平成１８年（厚）第２６１号

平成１９年３月３０日裁決

主文

社会保険庁長官が、平成○年○月○日付で、

再審査請求人に対し、障害基礎年金及び障害

厚生年金を支給しないとした処分のうち、障

害厚生年金に係る部分を取り消し、再審査請

求人に対し、平成○年○月○日にその受給権

が発生する障害等級３級の障害厚生年金を支

給（ただし、平成○年○月までの分は時効消

滅）するものとする。

その余の本件再審査請求を棄却する。

理由

第１　再審査請求の趣旨

再審査請求人（以下「請求人」という。）

の再審査請求の趣旨は、障害厚生年金及び

障害基礎年金の支給を求めるということで

ある。

第２　再審査請求の経過

１　請求人は、うつ病（以下「当該傷病」

という。）により障害の状態にあるとし

て、平成○年○月○日（受付）、社会保

険庁長官に対し、障害厚生年金及び障害

基礎年金（以下、併せて「障害給付」と

いう。）の裁定を請求した。

２　社会保険庁長官は、平成○年○月○日

付で、請求人に対し、当該傷病の初診

日（昭和○年○月○日）の前日において、

障害給付を受けるために必要な保険料納

付等に関する要件を満たしていないとし

て、同給付を支給しない旨の処分（以下

「原処分」という。）をした。

３　請求人は、前記処分を不服として、○

○社会保険事務局社会保険審査官に対す

る審査請求を経て、当審査会に対し再審

査請求をした。

第３　問題点

１　障害厚生年金を受給するための要件の

一つは、対象となる障害の原因となった

傷病（その傷病が他の傷病によって生じ

た場合は当該他の傷病）の初診日（傷病

につき初めて医師の診療を受けた日。以

下、単に「初診日」という。）において、

厚生年金保険の被保険者であり、かつ、

当該初診日から起算して１年６月を経過

した日（その期間内にその傷病が治った

場合においては、その傷病が治った日（そ

の症状が固定し治療の効果が期待できな

い状態に至った日を含む。））（以下「障

害認定日」という。）において、その傷

病により厚生年金保険法施行令（以下「厚

年令」という。）別表第１に掲げる程度

以上の障害の状態にあることである。そ

して、その障害の状態が国民年金法施行

令別表に掲げる程度に該当すれば、併せ

て、障害基礎年金が支給される（厚生年

金保険法（以下「厚年法」という。）第

４７条第１項及び国民年金法（以下「国

年法」という。）第３０条第１項）。ただ

し、国民年金の保険料の納付等について

の要件（以下、この要件を「保険料納付

要件」という。）を満たしていなければ、

障害厚生年金又は障害給付は支給されな

いこととなっている。

２　すなわち、初診日の前日において、（ア）

当該初診日の属する月の前々月（初診日

が平成３年５月１日前にある場合、当該

初診日の属する月前における直近の基準

月（１月、４月、７月及び１０月をいう。

以下同じ。）の前月）までに国民年金の

被保険者期間（昭和６１年４月１日前

の厚生年金保険の被保険者期間を含む。）

があり、かつ、当該被保険者期間に係る

保険料納付済期間（昭和６１年４月１日

前の厚生年金保険の被保険者期間を含

む。以下同じ。）と保険料免除期間とを

合算した期間が当該被保険者期間の３分

の２以上であるか（以下、この要件を「３

分の２要件」という。）、又は、（イ）当

該初診日の属する月の前々月（初診日が

平成３年５月１日前にある場合、当該初

診日の属する月前における直近の基準月

の前月）までの１年間が保険料納付済期

間又は保険料免除期間で満たされている

（以下、この要件を「１年要件」という。）

ことが必要となる（厚年法第４７条第１

項、第４７条の２第１項及び第２項並び
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に国年法第３０条第１項、第３０条の２

第１項及び第２項並びに国民年金法等の

一部を改正する法律（昭和６０年法律第

３４号）附則第２０条第１項、第２１条、

第６４条第１項及び第６５条）。

３　本件の場合、請求人は平成○年○月○

日（後に、昭和○年○月○日に訂正）が

当該傷病の初診日であると主張し、一方、

保険者は昭和○年○月○日と主張してい

る。従って、本件における当面の問題点

は、請求人の当該傷病に係る初診日が何

時であるかであり、その初診日の前日に

おいて保険料納付要件が満たされていた

かどうか、である。

第４　審査資料

「（略）」

第５　事実の認定及び判断

１　「略」

２　上記認定した事実に基づき、本件の問

題点を検討し、判断する。

(1)  請求人は、昭和○年○月○日、ａ

病院を受診し、「うつ状態、不眠」と

診断されて抗不安剤・抗うつ剤を投与

され、また、昭和○年○月○日、同医

院を再受診し、思考抑制等を訴えて従

前の薬剤を投与されており、以後、平

成○年○月○日までの期間、同医院に

て抗不安剤・抗うつ剤による治療を受

けていたところ、「略」同年○月○日、

当該傷病と診断され、従前の処方に、

抗うつ剤（○○○○○○及び○○○○

○）が追加された。そして、請求人は、

平成○年○月○日、ｂ病院に転院し、

当該傷病と診断されて受療した。

その後、請求人は、平成○年○月よ

り○○国で生活していたが、同国のｃ

病院で安定剤様の薬剤を投与され、平

成○年○月○日に帰国後は、ｄ病院及

びｅ病院を受診して、当該傷病と診断

され、受療して現在に至っているので

あるから、昭和○年○月○日、ａ病院

で診断された「うつ状態、不眠」と当

該傷病は、その症状・経過・治療内容

から判断して、一連の関連性のある傷

病と判断するのが相当である。

したがって、当該傷病の初診日は、

昭和○年○月○日であると認定でき

る。

(2)  ところで、社会保険の運用上、医

学的には当初の傷病が治癒していない

場合であっても、社会的治癒と認めら

れる状況が認められるときは、再発し

たものとして取り扱われ、再発時の受

診日が傷病の初診日とされる。傷病に

つき社会的治癒があったと認められる

ためには、相当の期間にわたって、当

該傷病につき医療（予防的医療を除く）

を行う必要がなくなり、その間に通常

の勤務に服していることが必要とされ

る。本件の場合、請求人は、昭和○年

○月○日、ａ病院を受診し、うつ状態

等と診断されて、薬物治療を受けてい

たが、投薬内容は、予防的服薬の範疇

と認められ、また、「略」にうつ状態

が強くなって、平成○年○月○日、当

該傷病と診断されるまでの○年半以上

の間、同一事業所で支障なく勤務に従

事していると認められることから、社

会的治癒を認めるのが相当である。

以上のことから、請求人の当該傷病

の初診日は、平成○年○月○日とする

のが相当である。すると、請求人の本

件に係る厚生年金被保険者期間は、昭

和○年○月○日から平成○年○月○日

までであるので、前記第３の２の１年

要件を満たしている。

(3)  厚年令別表第１は、３級の障害厚

生年金が支給される程度の障害の状態

を定めているが、請求人の当該傷病に

よる障害に係ると認められるものとし

ては、「精神又は神経系統に、労働が

著しい制限を受けるか、又は労働に著

しい制限を加えることを必要とする程

度の障害を残すもの」(１３号）が掲

げられている。

一方、社会保険庁は、厚年法及び

国年法上の障害の程度等を判定するた

めの具体的な基準として「国民年金・

厚生年金保険障害認定基準」（以下「認

定基準」という。）を定めており、給
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付の公平を期するための尺度として、

当審査会もこの認定基準に依拠するの

が相当であると考えるものである。

(4)  認定基準の第３の第１章第８節「精

神の障害」によれば、当該傷病による

障害で障害等級３級に該当するものの

例示として、「気分、意欲・行動の障

害及び思考障害の病相期があり、その

病状は著しくないが、これが持続した

り又は繰り返し、労働が制限を受ける

もの」が挙げられている。

障害認定日当時における、請求人

の当該傷病による障害の状態を認定基

準に照らしてみると、請求人は、病状

として、抑うつ状態（○○・○○○○、

○○）が認められ、日常生活能力の程

度は、（4）日常生活における身のまわ

りのことも、多くの援助が必要である、

とされ、日常生活能力の判定は、「通

院と服薬（要）、他人との意志伝達及

び対人関係、身辺の安全保持及び危機

対応」が自発的には出来ないが援助が

あればできる、とされているものの、

「適切な食事摂取、身辺の清潔保持、

金銭管理と買物」が概ねできるが援助

が必要とされていることから、この障

害の状態は、前記３級の例示に相当し

ていると認めることができる。

したがって、障害認定日における請

求人の当該傷病による障害の状態は、

厚年令別表第１に掲げる３級の程度に

該当していると認めることができる。

(5)  以上のことからすると、請求人に

障害厚生年金を支給しないとした原処

分は、その限度で妥当でなく、取り消

されなければならない。
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平成１８年（国）第１５号

平成１９年１月３１日裁決

主文

社会保険庁長官が、平成〇年〇月〇日付で、

再審査請求人に対し、国民年金の保険料納付

済期間を〇〇〇月として算出した老齢基礎年

金を支給するとした処分を取り消す。

理由

第１　再審査請求の趣旨

再審査請求人（以下「請求人」という。）

の再審査請求の趣旨は、主文と同旨の裁決

を求めるということである。

第２　再審査請求の経過

１　請求人は、平成〇年〇月〇日（受付）、

社会保険庁長官に対し、国民年金法（以

下「国年法」という。）附則第９条の２

第１項の規定による老齢基礎年金の全部

繰上げ支給の請求（以下「本件繰上げ請

求」という。）をした。

２　社会保険庁長官は、平成〇年〇月〇日

付で、請求人に対し、国民年金の保険

料納付済期間を〇〇〇月として算出した、

支給繰上げによる老齢基礎年金を支給

する旨の裁定（以下「原処分」という。）

をした。

３　請求人は、原処分を不服として、〇〇

社会保険事務局社会保険審査官に対する

審査請求を経て、要旨次のとおり申し立

てて、当審査会に対し再審査請求をした。

保険者は、請求人を昭和〇年〇月〇

日から国民年金の被保険者と認定し、昭

和〇年〇月〇日に、昭和〇年〇月から昭

和〇年〇月までの過去〇年〇か月分の保

険料を追納させた。保険者は、このうち、

昭和〇年〇月から昭和〇年〇月まで（以

下「本請求期間」という。）の〇〇月に

つき、請求人が厚生年金保険の被保険者

であったという理由で納付済期間である

ことを否定するが、何十年も放置してお

いて、今になって重複しているとの一言

では済まされず、この期間も保険料納付

済期間として〇〇〇月を基礎として算出

した老齢基礎年金を支給すべきである。

第３　問題点

１　国年法附則第９条の２第１項は、国民

年金の保険料納付済期間と保険料免除期

間とを合算した期間が２５年以上である

者であって、６０歳以上６５歳未満のも

のは、社会保険庁長官に老齢基礎年金の

支給繰上げの請求をすることができる旨

規定している。

２　本件の問題点は、本請求期間を保険

料納付済期間として、これを加算した

〇〇〇月を基礎に老齢基礎年金を算出す

べきであるという請求人の申立てに理由

があると認められるかどうかということ

である。

第４　審査資料

「（略）」

第５　事実の認定及び判断

１　（略）

２　以上認定した本件の経過をみると、請

求人は、昭和〇年〇月頃、昭和〇年〇月

〇日に遡って国民年金の被保険者資格を

取得し、昭和〇年〇月〇日、遡って昭和

〇年〇月から昭和〇年〇月までの保険料

を追納したものである。

しかしながら、昭和〇年〇月〇日から

昭和〇年〇月〇日までは請求人の厚生年

金保険の被保険者期間であったので、保

険者が、請求人について、昭和〇年〇月

〇日から国民年金の被保険者資格の遡及

取得を認めたことも、昭和〇年〇月から

昭和〇年〇月までの保険料の追納を認め

たことも、誤りであったのであるが、こ

のような誤った事務処理がなされた経緯

について、現在ではその事情は判明しな

いとのことである（保険者代理人の陳

述）。そして、保険者は、この過誤に気

付くことなく、その後も請求人から数十

年にわたって保険料の納付を受け、請求

人が６０歳に達した際にも、本請求期間

が保険料納付済期間であることを前提に

納付月数を算出して通知し、かつ、あと

〇〇か月を納付することにより加入可能

期間（〇〇〇月）を満たすことができる

との説明をし、請求人が〇〇か月分の保
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険料を納付した後に、加入可能期間すべ

ての納付を終えたことを前提として受給

し得る老齢基礎年金見込額を回答してい

るものである。請求人は、既に〇〇歳で

あり、本請求期間の保険料の納付を否定

された場合、もはや加入可能期間すべて

の納付を満たすことはできない。これら

のことからすると、保険者が原処分時点

になって本請求期間に係る国民年金の保

険料の納付を否定してこれを保険料納付

済期間に算入しないとすることは、行政

手続における信義則上許されないものと

いわなければならない。

そうすると、保険料納付済期間につい

て本請求期間を除いた〇〇〇月を基礎と

して算出した老齢基礎年金を支給すると

した原処分は妥当ではなく、これを取り

消さなければならない。

以上の理由によって、主文のとおり裁決す

る。
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障害給付（支給要件）
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平成１８年（国）第３７号

平成１９年１月３１日裁決

主文

本件再審査請求を棄却する。

理由

第１　再審査請求の趣旨

再審査請求人（以下「請求人」という。）

の再審査請求の趣旨は、障害基礎年金の支

給を求めるということである。

第２　再審査請求の経過

１　請求人は、統合失調症（以下「当該傷

病」という。）により障害の状態にある

として、平成〇年〇月〇日（受付）、社

会保険庁長官に対し、障害基礎年金の裁

定を請求した。

２　社会保険庁長官は、平成〇年〇月〇日

付で、請求人に対し、初診日が２０歳前

であることを確認することができないた

めとして、障害基礎年金を支給しない旨

の処分（以下「原処分」という。）をした。

３　請求人は、原処分を不服とし、〇〇社

会保険事務局社会保険審査官に対する

審査請求を経て、要旨次のとおり述べて、

当審査会に対し、再審査請求をした。

〇〇地方裁判所Ａ裁判長は、２０歳前

に発病したと認められれば障害基礎年金

の支給対象と認められるとの判決をした。

私の場合、２０歳前に発病したという医

師の診断書はとってある。

第３　問題点

１　障害基礎年金は、障害の原因となった

傷病（その傷病が他の傷病に起因すると

きは、当該他の傷病）の初診日において、

①国民年金の被保険者であり、かつ、保

険料の納付に関する一定の要件（国民年

金法第３０条第１項ただし書、第３０条

の２第２項及び国民年金法等の一部を改

正する法律（昭和６０年法律第３４号）

附則第２０条第１項参照。以下「納付要

件」という。）を満たしていること、又は、

②２０歳前であること、のいずれかに該

当しない者には支給されないこととなっ

ている。

２　本件の問題点は、請求人の当該傷病の

初診日はいつであるのか、請求人の主張

するように２０歳未満の時期に初診日が

あると認められるかどうか、２０歳以後

の時期に初診日がある場合に納付要件が

満たされているかどうかいうことである。

第４　審査資料

「（略）」

第５　事実の認定及び判断

１　（略）

２　以上認定の事実に基づき、本件の問題

点を検討し、判断すると、請求人につい

て、当該傷病に罹患し、初診日はいつで

あるのかを認めるべき医証がなく、他に

これを認めるに足りる客観的な資料もな

い。請求人は、２０歳前に発病していた

と主張するが、この事実を認めるに足り

る客観的な資料もない。

そうすると、請求人に対し、初診日が

２０歳前であることを確認することがで

きないためとして、障害基礎年金を支給

しないとした原処分は、結論において妥

当であって、これを取り消すことができ

ない。

以上の理由によって、主文のとおり裁決す

る。
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平成１８年（国）第７５号

平成１９年２月２８日裁決

主文

本件再審査請求を棄却する。

理由

第１　再審査請求の趣旨

再審査請求人（以下「請求人」という。）

の再審査請求の趣旨は、国民年金法等の一

部を改正する法律（平成６年法律第９５号、

以下「平成６年改正法」という。）附則第

６条の規定による障害基礎年金の支給を求

めるということである。

第２　再審査請求の経過

１　請求人は、統合失調症（以下「当該傷

病」という。）により障害の状態にある

として、平成〇年〇月〇日（受付）、社

会保険庁長官に対し、平成６年改正法附

則第６条の規定による障害基礎年金（以

下「特例障害基礎年金」という。）の裁

定を請求した。

２　社会保険庁長官は、平成〇年〇月〇日

付で、請求人に対し、当該傷病の初診日

が共済組合の退職一時金支給期間中であ

るため、初診日において国民年金、厚生

年金保険等の被保険者又は共済組合の組

合員であった者に該当しないとして、特

例障害基礎年金を支給しない旨の処分

（以下「原処分」という。）をした。

３　請求人は、原処分を不服とし、〇〇社

会保険事務局社会保険審査官に対する審

査請求を経て、当審査会に対し、要旨次

のとおり述べて、再審査請求をした。

共済組合員としての期間は、退職一

時金を受けたために無いとのことですが、

入院費を支払うためには仕方のないこと

でした。発病の潜伏期間はないのでしょ

うか。退職一時金を受け取っても、その

間加入していたことは間違いはないのだ

から。請求人は、今も寝たり起きたりの

状態です。

第３　問題点

１　平成６年改正法は、特例障害基礎年金

の受給要件を以下のように定めている。

すなわち、まず、対象となる障害の原

因となった傷病（その傷病が他の傷病に

よって生じた場合は当該他の傷病）の初

診日（傷病につき初めて医師の診療を受

けた日。以下、単に「初診日」という。）

が昭和３６年４月１日から昭和６１年３

月３１日までの間にあることが必要であ

るとともに、当該初診日において、国民

年金、厚生年金保険等の被保険者又は共

済組合の組合員でなければならないこと

であり、次に、初診日の前日において、

当該初診日の属する月の前々月までの国

民年金の被保険者期間（他の法令の規定

により国民年金の被保険者であったとみ

なされた期間に係るもの及び国民年金法

等の一部を改正する法律（昭和６０年法

律第３４号。以下「昭和６０年改正法」

という。）附則第８条第２項の規定によ

り国民年金の被保険者期間とみなされた

期間に係るものを含む。）があり、かつ、

当該被保険者期間に係る昭和６０年改正

法附則第８条第１項に規定する旧保険料

納付済期間（同条第２項の規定により保

険料納付済期間とみなされた期間を含

む。）と同条第１項の規定する旧保険料

免除期間とを合算した期間が当該被保険

者期間の３分の２以上でなければならな

いことである。

また、特例障害基礎年金は、平成６

年改正法附則第６条の施行日（平成６年

１１月９日）において国民年金法施行令

別表に定める障害等級に該当する程度の

障害の状態にあるとき、又は施行日の翌

日から６５歳に達する日の前日までの間

において障害等級に該当する程度の障害

の状態に至ったときに支給されることと

されている。

さらに、特例障害基礎年金は、救済の

ため特例的に支給されるものであるから、

その傷病による障害について障害基礎年

金又は国民年金法第５条第１項に規定す

る被用者年金各法に基づく障害を支給事

由とする年金たる給付その他の政令で定

める年金たる給付の受給権を有していた



－ 44－ － 45－

ことがないことが必要であり、なお、受

給権者に一定額以上の所得があるときは

支給停止となることとされている。

２　本件の問題点は、前記１の法律の規定

に照らして、原処分が適法かつ妥当と認

められるかどうかということである。

第４　審査資料

「（略）」

第５　事実の認定及び判断

１　（略）

２　前記認定された事実に基づき、本件の

問題点を検討し、判断する。

請求人の当該傷病の初診日は、請求人

が a病院を受診した昭和〇年〇月〇日と

認められる。

そして、請求人は、同初診日を含む昭

和〇年〇月〇日から昭和〇年〇月〇日ま

で、農林漁業団体職員共済組合の組合員

であったが、この全期間について退職一

時金の支給を受けているところ、同共済

組合制度と厚生年金保険制度との統合に

伴い、厚生年金保険制度及び農林漁業団

体職員共済組合制度の統合を図るための

農林漁業団体職員共済組合法を廃止する

等の法律（平成１３年法律第１０１号）

附則第６条、上記法律の施行に伴う移行

農林共済年金等に関する経過措置に関す

る政令第１条により、農林漁業団体職員

共済組合における組合員であった期間に

つき退職一時金の支給を受けた場合は、

退職一時金の額の計算の基礎となった期

間は、厚生年金保険の被保険者であった

期間とはみなされないと規定されたこと

が認められる。そうすると ､請求人は、

前記初診日において、特例傷害基礎年金

の規定する国民年金、厚生年金保険等の

被保険者又は共済組合の組合員であった

者に該当しない。

以上により、請求人に特例障害基礎

年金を支給しないとした原処分は妥当で

あって、取り消すことはできない。

以上の理由によって、主文のとおり裁決す

る。
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